
２１.１２ 円

一者特命の
随意契約と
した理由

　市立旭川病院入院時使用物品貸与及び提供事業に係るプロポーザル実施要領に基づき、
公募により提案を求め審査した結果、小山メディカルサービス株式会社広域営業本部が契
約の相手方として適していると決定したことから、小山メディカルサービス株式会社広域
営業本部と契約するものである。

２９.８４ 円

１２.４０ 円

１２.４０ 円

入 札 （見積合せ） 結 果 調 書

入札（見積合せ）結果

３０.５６ 円
1 小山メディカルサービス株式会社

広域営業本部

病衣付きプラン

紙おむつプランＡ

決 定

口腔ケアプラン

業 者 名
第１回

 （単価）

使い捨てパンツプラン

入札等の
執行状況

第２回
（単価）

タオルプラン

紙おむつプランＢ ２１.１２ 円

業　務　名 市立旭川病院入院時使用物品貸与及び提供事業

　随意契約（複数単価契約）
　・　地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号
　・　市立旭川病院随意契約ガイドライン２⑸

契約担当課

契約金額
（契約単価）

契約期間

（契約単価には、消費税及び地方消費税は含まない。）

熊本県熊本市東区健軍本町１－１　拓洋ビル５Ｆ
小山メディカルサービス株式会社広域営業本部

２９.８４ 円（１人１日当たり）

（契約単価には、消費税及び地方消費税は含まない。）

入札（見積）日時 　令和８年　５月２０日　午後１時３０分

１２.４０ 円（１人１日当たり）

（契約単価には、消費税及び地方消費税は含まない。）

２１.１２ 円（１人１日当たり）

口腔ケアプラン

３０.５６ 円（１人１日当たり）

使い捨てパンツプラン
１２.４０ 円（１人１日当たり）

（契約単価には、消費税及び地方消費税は含まない。）

　令和８年７月１日から令和１３年６月３０日まで

病衣付きプラン

紙おむつプランＢ

紙おむつプランＡ

タオルプラン

契約方法及び
根拠条項

　市立旭川病院事務局　総務管理課

契約の相手方

（契約単価には、消費税及び地方消費税は含まない。）

２１.１２ 円（１人１日当たり）

（契約単価には、消費税及び地方消費税は含まない。）


